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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2024 年５月 13 日開催の取締役会において、2024 年６月 19 日開催予定の第 20 期定時株主   

総会に「定款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたし

ます。 

 

１．定款変更の理由 

 当社は、将来の機動的かつ柔軟な資本政策を可能とするため、現行定款第６条（発行可能株式総数）

に定める発行可能株式総数を35,280,000株から50,000,000株に変更するものです。 

 

２．変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示しています。） 

現行定款 変更案 

第１条～第５条 （条文省略） 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、35,280,000

株とする。 

第７条～第44条 （条文省略） 

第１条～第５条 （現行どおり） 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、50,000,000

株とする。 

第７条～第44条 （現行どおり） 

 

３．日程 

 定款変更のための株主総会決議日 2024年６月19日（予定） 

 定款変更の効力発生日      2024年６月19日（予定） 

 

以上 

 

（注）上記は発表日現在の情報です。これら情報は流動的な様々な要素を含むものであり、様々な要因により実際の結果

はこれらと異なる場合があることにご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 名 タ メ ニ ー 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 栗沢 研丞 

 （コード番号：6181 東証グロース） 

問合せ先 コーポレート本部副本部長 伊東 大輔 

 （TEL.03-5759-2700） 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

タメニー株式会社 IR担当 伊東 

〒141-0032 東京都品川区大崎１-20-３ イマス大崎ビル 

IR直通：03-6685-2800（平日：10時～18時） Mail：ir-contact@tameny.jp 


